
株式会ネ士東京証券取引所

代表取締役社長殿

有価証券報告 適正性に関する確認書

本

本投資法人の執行役員である坂下雅弘は、本投資法人の2019年12月1日から2020年5月31日ま

での第 15期営業期問の有価証券報告書の提出時点において、当該有価証券報告書に不実の記載がな

いものと認識しております私が不実の記載がないと認識するに至った理由は、下記の通りです

店

不動産投資信託証券発行者名

(=ード:3283)

代表者の役職氏名

署 名

所 在

1.本投資法人の出且み

本投資法人は、投資信託及ぴ投資法人に関する法律(昭和26年法律第 198号。その後の改正を

含みます。)(以下、「投信法」といいます。)に基づいて設立された投資法人であり、資産運用委託

契約に基づき、産の運用に係る業務等をプロロジス・リート・マネジメント株式会社(以下、

「資産運用会社」といいます。)に委託しております。また、投信法に基づき、投資主名簿等の作成

及び管理に係る事務、計に関する事務及び会計帳癖の作成に関する事務を含む般事務並びに資

産の保管に係る業務等(以下、般事務等」と総称します。)を三井住友信託゛艮行株式会社(以下、

「般事務受託者」といいます)に委託しております。また、本投資法人の会計監査人は、有限責

任あずさ監査法人です

なお、私は、本投資法人の執行役員と資産運用会社の代表取締役を兼職しております

2.有価証券報告書の作成プロセス

有価証券報告書は、般事務受託者から提出される会計帳簿をもとに、資産運用会社にて必要な

情報を加味した上で原案を作成し、本投資法人役員会の承認を得た後、関東財務局長に提出してお
ります

不実の記載がないと認識するに至った理由

(D 一般事務受託者より、一般事務等の処理状況につき定期的に業務報告書を受領し、本投資

法人役員会で審議を行い、必要に応じて調査を実施しております。
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②本投資法人の会計監査人(有限責任あずさ監査法人)より、金融商品取引法(昭和器年
法律第25号、その後の改正を含みます。)(以下、「金商法」といいます。)第193条の2第
1項に規定される監査証明を受けております。

③本投資法人の法律顧問(森・濱田松本法律事務所)より、金商法等に関する助言を受けて
おりますまた、税務にっいては、KP柵税理士法人の助言を受けております。

④ 本投資法人に関する重要な項目にっいて、本投資法人役員会に付議又は報告されておりま

す

(5)資産運用会社においては、財務諸表及び関連する財務情報が、金ての重要な点において本
投資法人の業績と状況を適切に表示している二とを確認しており、また、有価証券報告書

案に関する作成責任部署による作成及てN潅'認体制が整備されていることを確認しておりま
す。


